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新規貸付額 178.5億円（前年度差▲17.0億円、前年度増減率▲8.7％）

 前年度差で減少したのは3年ぶり。

 減少した主な要因は、「臨時財政対策債等」、「辺地対策事業」、「学校教育施設等整備事

業」等が減少したことによるもの。

 「過疎対策事業」が新規貸付額全体の44.4%と、半分近くを占めている。

 北海道財務局全体における釧路財務事務所管内の割合は7.8％となっている。

新規貸付額について

貸付残高 1,897.3億円（前年度末差▲31.0億円、前年度末増減率▲1.6％）

 直近5年間では減少推移している。

 「過疎対策事業」と「臨時財政対策債等」で貸付残⾼全体の半分以上を占めている。

 北海道財務局全体における釧路財務事務所管内の割合は7.8%となっている。

貸付残高について

（注）当資料で取り扱うデータについて、端数処理の都合上一部数値が合わない場合があります。

管内地⽅公共団体に対する財政融資資⾦の貸付状況について（令和4年度）
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令和4年度 新規貸付額について

1. 事業別内訳
（百万円）

令和3年度 令和4年度
対前年度

増減額

過疎対策事業 8,229.7 7,929.7 ▲ 300.0

辺地対策事業 2,333.5 1,811.0 ▲ 522.5

公共事業等(※1※3) 367.5 269.7 ▲ 97.8

公営住宅建設事業（※3） 300.9 475.4 174.5

災害復旧事業（※3） 23.6 22.7 ▲ 0.9

防災・減災・国土強靭化

緊急対策事業 （※3）
406.2 35.6 ▲ 370.6

学校教育施設等整備事業（※3） 569.8 77.6 ▲ 492.2

⼀般廃棄物処理事業（※3） 0.0 145.9 145.9

合 計 12,231.2 10,767.6 ▲ 1,463.6

水道事業 2,397.7 2,735.4 337.7

病院事業 342.8 965.6 622.8

下水道事業 1,099.8 1,303.9 204.1

合 計 3,840.3 5,004.9 1,164.6

3,484.3 2,079.7 ▲ 1,404.6

19,555.8 17,852.2 ▲ 1,703.6

※1 一般補助施設整備等事業を含む

※2 令和3年度のみ減収補てん債を含む

※3 円グラフにおける「その他」を構成する事業区分

事 業 区 分

一

般

会

計

債

公

営

企

業

債

臨時財政対策債等（※2）

総 合 計

3

過疎対策事業

7,929.7

44.4%

水道事業
2,735.4
15.3%

臨時財政対策債等

2,079.7
11.6%

辺地対策事業

1,811.0
10.1%

下水道事業
1,303.9
7.3%

病院事業
965.6
5.4%

その他

1,026.9

5.8%

（百万円）

令和4年度
17,852.2



令和4年度 新規貸付額について

2. 年度別推移

3. 団体別新規貸付額
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釧路管内 件 数 ⾦ 額

釧路市 16 51

釧路町 7 3

厚岸町 7 7

浜中町 12 8

標茶町 12 8

弟子屈町 8 5

鶴居村 4 14

白糠町 10 17

根室管内 件 数 ⾦ 額

根室市 17 22

別海町 6 11

中標津町 11 18

標津町 13 14

羅⾅町 5 3

（件、億円）

一部事務組合等 件 数 ⾦ 額

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

件 数 ⾦ 額

釧路財務事務所管内計 128 179

北海道財務局管内計 1,541 2,309

全国計 19,473 29,118

（百万円）
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令和4年度 貸付残高について

1. 事業別内訳 （億円）

令和3年度末 令和4年度末
対前年度

増減額

過疎対策事業 558.0 571.3 13.3

辺地対策事業 92.5 93.7 1.2

公共事業等(※1) 98.3 87.0 ▲ 11.4

公営住宅建設事業 75.2 73.7 ▲ 1.4

災害復旧事業（※3） 5.9 4.5 ▲ 1.4

防災・減災・国土強靭化

緊急対策事業（※3）
4.1 4.4 0.4

学校教育施設等整備事業（※3） 42.9 40.0 ▲ 2.9

⼀般廃棄物処理事業（※3） 4.7 5.2 0.5

その他（※3） 43.5 39.0 ▲ 4.4

合 計 924.9 918.7 ▲ 6.2

水道事業 213.8 228.2 14.4

病院事業 101.4 97.4 ▲ 4.0

下水道事業 166.9 166.0 ▲ 0.9

その他 - - -

合 計 482.2 491.6 9.4

521.1 486.9 ▲ 34.2

1,928.2 1,897.3 ▲ 31.0

※1 一般補助施設整備等事業を含む

※2 減収補てん債等を含む

※3 円グラフにおける「その他」を構成する事業区分
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令和4年度 貸付残高について

2. 年度別推移

3. 団体別貸付残高
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(億円)

件 数 ⾦ 額

釧路財務事務所管内計 1,916 1,897

北海道財務局管内計 24,105 24,470

全国計 296,715 414,087

釧路管内 件 数 ⾦ 額

釧路市 312 744

釧路町 128 61

厚岸町 124 75

浜中町 145 81

標茶町 157 105

弟子屈町 139 73

鶴居村 56 45

白糠町 90 86

根室管内 件 数 ⾦ 額

根室市 197 193

別海町 124 114

中標津町 237 204

標津町 127 67

羅⾅町 64 40

（件、億円）

一部事務組合等 件 数 ⾦ 額

釧路⽩糠⼯業⽤⽔道企業団 10 4

根室北部衛⽣組合 3 3

根室北部消防事務組合 3 3

- - -

- - -
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【参考1】 財政融資資⾦と事業別⽤途について

 財政融資資⾦とは、国債の⼀種である財投債の発⾏により国が⾦融市場から直接調

達し、地⽅公共団体が⾏う事業をはじめ、様々な⽤途に活⽤される資⾦です。

 釧路財務事務所では、地⽅公共団体が学校・病院・道路等の建設や、上・下⽔道等

を整備するために必要とする資⾦に対して、財政融資資⾦の貸付けを⾏っています。
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主 な 用 途

公 共 事 業 等 道路・公園・河川・港湾等の整備

公 営 住 宅 建 設 事 業 公営住宅の整備

災 害 復 旧 事 業 被災した公⽤・公共施設の復旧

防災・減災・国土強靭化

緊 急 対 策 事 業

⼤規模地震等への対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた⽼朽化対策の加速、

デジタル化等の推進

学校教育施設等整備事業 公⽴の⼩中⾼校、幼稚園及び社会体育施設の整備

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 ごみ・し尿処理施設の整備

辺 地 対 策 事 業 公共的施設に恵まれない辺地の生活文化水準向上を図る施設等の整備

過 疎 対 策 事 業 過疎地域の⾃⽴促進と住⺠の⽣活に資する施設整備事業（ハード事業）並びにソフト事業

水 道 事 業 配水管や浄水場、ポンプ場等の整備

病 院 事 業 病院施設や医師住宅の建設、医療機器の整備

下 水 道 事 業 下⽔道管、終末処理場等の整備

税収不⾜等で国の財源が不⾜した際、本来地⽅交付税として交付する部分に発⾏される地⽅債

地⽅税の収⼊額が標準税収⼊額を下回る場合、その減収を補うために発⾏される地⽅債

事 業 区 分

一

般

会

計

債

公

営

企

業

債

臨 時 財 政 対 策 債

減 収 補 て ん 債



【参考2】 過疎対策事業について

消防⾞両整備事業
（根室市）

白糠小中学校外統合事業
（白糠町）

過疎対策事業 新規貸付額の年度別推移
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 過疎対策事業とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地

域の市町村（過疎団体）が、「過疎地域持続的発展市町村計画」に基づいて⾏う事業を

指し、その事業の財源として特別に発⾏が認められた地⽅債を過疎対策事業債と言います。

 管内13市町村のうち、令和4年度における過疎団体は11市町村です。

 過疎対策事業には、病院・診療所や⽔道施設の整備、消防⾃動⾞の購⼊等、過疎地域

住⺠の⽣活に資する建設事業（ハード事業）のほか、地方公共団体が実施する「農業担

い手確保対策事業」、「商工業活性化事業」等のソフト事業があります。
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